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皆
様
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
が
大
切
な
財
源
と

な
り
ま
す
の
で
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

均等割額

所得割額
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（軽減適用後）
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新旧保険料比較表
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平
成
24
年
４
月
か
ら
の
国
民
年
金
保

険
料
は
１
万
４
９
８
０
円（
月
額
）で
す
。

賃
金
や
物
価
の
動
向
を
反
映
し
、
平

成
23
年
度
の
保
険
料
よ
り
月
額
で
40
円

の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。

保
険
料
の
改
定
は
、
年
金
を
支
え
る

資
金
と
年
金
給
付
額
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
納
め
方
を
選
択
で
き
ま
す

①
現
金
納
付

　
　
各
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
で
納
付
で
き
ま
す
。

②
口
座
振
替

　
　
口
座
よ
り
自
動
的
に
保
険
料
が
引

き
落
と
さ
れ
ま
す
。

③
電
子
納
付

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
モ
バ

イ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
、Ａ
Ｔ
Ｍ
納
付
が
あ

り
ま
す
。

④
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ジ
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ド
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付

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
で

す
。

※

①
、②
、④
に
つ
い
て
は
前
納
す
る
と

お
得
な
割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
。ま

た
、納
付
が
難
し
い
人
に
つ
い
て
は
免

除
制
度
を
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　申請により在学中の保険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」です。

▼申請に必要なもの
　認印、学生証のコピーまたは在学証明書
　　（平成２４年４月１日以降発行のもの）
※ただし、平成２４年２月上旬までに新規で申請を行
い、在学予定期間が満了していない人は、更新ハ
ガキが郵送されますので、内容を記入しポストへ
投函してください。

平成２４年度
 　学生納付特例申請受付開始

　平成２３年度分の申請期限は
 　平成２４年５月１日（火）までです

担当：筒井（健康課）担当：筒井（健康課）


